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困ったときは、折尾警察署又は消費生活センター(消費者ホットライン📞188)までご相談ください。

“給湯器や屋根の無料点検”にもご注意ください
○ リフォーム業者が突然訪問し、無料点検を持ち掛けるなどして、故意に屋
根の瓦等を壊したり、「このままでは壊れる」などと不安をあおり、高額な給
湯器の交換や屋根の契約を迫るトラブルも増加しています。

○ もし訪問を受けても、「安易に自宅に入れない」「その場
では点検させない・契約しない」よう注意しましょう。

○ 「何でも買い取ります」といって訪問した業者が、「貴金属も見せてほ
しい」等と話し、目を離した隙に、指輪などの貴金属を持ち去ったり、安
価で強引に買い取ろうとする事案が県内で発生しています。
○ 業者から電話が架かってきても、安易に訪問を承諾せず、突然訪問し
てきても家に入れないようにしましょう。

訪問販売･訪問購入のトラブルにご用心

悪質な訪問購入トラブルが増加しています

4月7日午後8時15分ころ、大字山鹿で
車両が別の駐車車両に接触する交通事故が
発生しました。駐車車両に乗っていた男性
が負傷しましたが、ぶつけた車両の運転手は
救護措置や事故の届け出をすることなく、自宅

に帰宅しました。通報を受けて、事故を起こした
男性宅を訪問し事情聴取した結果、飲酒運転で事
故を起こし立ち去ったことが判明したため、この
60歳代の男性を過失運転致傷アルコール等影響発
覚免脱罪及び道交法違反で検挙しました。

４月１０日午後０時２０分ころ、ボートレース芦󠄀屋で被害者が券
売機に置き忘れていた現金を、何者かに盗む置引き事件が発生
しました。 捜査の結果、70歳代の男性が盗んだ
ことが判明したので、この男性を窃盗事件の
犯人として検挙しました。

同様の事件は頻繁に発生しています。
販売機等を利用する際は、現金の取り忘れ
に注意し、お釣り等の取り忘れを発見した際
は、設置店舗や警察に届けましょう。

取り忘れた！


